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5つの働き方改革
専門家に相談しませんか

福岡働き方改革推進支援センター
※福岡労働局委託事業

●相談の方法

就業規則の見直しや賃金制度、助成金の活用

などに関する様々な相談を専門家がお応えします。

無料です！

●５つの働き方改革

企業へ訪問 電話メール 窓口
など

同一労働
同一賃金

生産性向上

年次有給休暇
取得

年５日の

時間外労働
上限規制

育児・介護
休業

直接リンクは→こちら

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukuoka/

